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第５章 第１次計画の評価と課題、アンケートの整理 

5.1 第１次計画の評価と課題 

（１）第１次計画の評価 

第１次計画における取組内容の評価を行いました。施策評価一覧（区分・割合）を

表 5.1～5.2 に、項目別の施策評価一覧を表 5.3～5.5 に示します。 

評価は、二酸化炭素吸収源の増減・二酸化炭素排出量の増減・二酸化炭素排出量削

減に向けた取組件数の増減・今後の取組・未着手に基づいて行いました。 

評価の結果は、「よい傾向：32 項目（61.5％）」、「変化なし：2 項目（3.8％）」、

「悪い傾向：２項目（3.8％）」、「評価なし：２項目（3.8％）」、「未着手：14 項目

（26.9％）」となりました。 

 

表 5.1 施策評価一覧（区分） 

 

 

表 5.2 施策評価一覧（割合） 

 

Ａ よい傾向

Ｂ 変化なし

Ｃ 悪い傾向

Ｄ 評価なし

ー 未着手

・今後の取組

ー

評価 区分

・二酸化炭素吸収源（増加）

・二酸化炭素排出量（削減）

・二酸化炭素排出量削減に向けた取組件数（増加）

・二酸化炭素吸収源（変化なし）

・二酸化炭素排出量（変化なし）

・二酸化炭素排出量削減に向けた取組件数（変化なし）

・二酸化炭素吸収源（減少）

・二酸化炭素排出量（増加）

・二酸化炭素排出量削減に向けた取組件数（減少）

該当数 割合 取り組み

Ａ よい傾向 32 61.5% ・表5.3～5.5参照

Ｂ 変化なし 2 3.8%
・太陽熱利用設備の普及

・既存の大規模緑地の保全

Ｃ 悪い傾向 2 3.8%
・省エネ機器への買い替え促進（事業所）

・節電、待機電力削減の促進（事業所）

Ｄ 評価なし 2 3.8%
・普天間飛行場跡地における低炭素型の都市づくり

・普天間飛行場跡地における緑地の創出

ー 未着手 14 26.9%
・復興支援住宅エコポイントの活用促進

・ＣＡＳＢＥＥの活用促進（建築物の環境性能評価システム） 他

52 ー ー

評価

計
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①環境に優しいライフスタイル 

 施策評価一覧を表 5.3 に示します。 

 

表 5.3 項目別の施策評価一覧（環境に優しいライフスタイル） 

  

着手 未着手

・復興支援住宅エコポイント

の活用促進
ー ● ー ー ー

・ＣＡＳＢＥＥの活用促進

（建築物の環境性能評価シス

テム）

ー ● ー ー ー

・屋上緑化、壁面緑化、敷地

内緑化の促進

・風景づくり推進事業

●

H31の市内緑地現況量総計は153.4haで、H18の127.8haと比

較して、20.0％増加している（沖縄県都市計画基礎調査、公

園台帳）

二酸化炭素吸収

源の増加 Ａ

・省エネ家電への買い替え促

進

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

● Ａ

・節電、待機電力削減の促進 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

● Ａ

・グリーン購入の促進（環境

物品の購入）

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・エコアクション・ポイント

の活用促進（家電以外の商品

も対象）

ー ● ー ー ー

・太陽光発電設備の導入支援 ・住宅用再生可能エネル

ギー・省エネルギー設備

等設置補助事業
●

6年間（Ｈ25～Ｈ30）で、合計119件の太陽光発電システム

導入に対する補助金を交付した

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・太陽熱利用設備の普及 ・住宅用再生可能エネル

ギー・省エネルギー設備

等設置補助事業
●

太陽熱温水器の導入補助金の交付事業に3年間（Ｈ28～Ｈ

30）取り組んだが、交付実績は無し

二酸化炭素排出

削減に向けて取

り組んだが実績

なし

Ｂ

①環境負荷の少な

い自動車の導入

・エコカーへの買い替え促進 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業（広報）

● Ａ

・エコドライブの普及啓発 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業（広報）

● Ａ

・エコドライブ講習会の開催 ・ＣＯ２排出削減促進事

業
●

エコドライブ講習会の実施にあたり、市内自動車学校と連携

して取り組むことで、本市におけるエコドライブ推進拠点事

業所として育成に努めた。講習会は合計5回実施し、33名が

参加した（H29）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・公共交通の利用促進 ・ＣＯ２排出削減促進事

業
●

市内小学校で、地球温暖化防止活動をテーマとした出前授業

を開催。2年間（H30～H31）で6校719名に実施。内容は

COOLCHOICEの趣旨を踏まえ、「家庭でできる地球温暖化

対策」とした（公共交通の利用促進について伝えた）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・ノーマイカーデーの促進 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・自転車利用の促進 ・宜野湾市シェアサイク

ル事業
●

市公共施設3か所（市民会館、図書館、ゆいマルシェ）にサ

イクルポートを設置し、計14台の自転車が稼働している

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・３Ｒの促進

（リデュース:ごみの発生抑

制、リユース:再使用、リサイ

クル:再資源化）

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ごみのポイ捨て防止公

開パトロール ●

・毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及

啓発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温

暖化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

・毎年5/30（年1回）にごみのポイ捨て防止公開パトロール

を実施し、ごみの発生抑制に取り組んでいる（今後も継続的

に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・生ごみの堆肥化促進 ・生ごみ処理容器購入費

補助事業

・ダンボールコンポスト

講習会

●

・Ｈ24～Ｈ31（R1）で、67件の生ごみ処理機導入、43件の

生ごみ処理容器購入に対する補助金を交付した

・Ｈ25～Ｈ31（R1）で、延べ21回、462名に対してダン

ボールコンポスト講習会を実施した

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

2）自家用車

の温暖化対策
運輸部門における削減実績は、-8千トンであった（基準年度

比）

二酸化炭素排出

量の削減

②環境に優しい運

転等意識の向上

③自家用車両の利

用抑制

3）ごみの減量、リサイクル

1）家庭にお

ける省エネ対

策

①住宅の省エネル

ギー性能の向上

②省エネルギー型

ライフスタイル
民生家庭（電気）における削減実績は、-33千トンであった

（基準年度比）

二酸化炭素排出

量の削減

③再生可能エネル

ギーの導入

評価施策 取組
進捗状況

内容 区分
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②環境に優しいビジネススタイル 

 施策評価一覧を表 5.4 に示します。 

 

表 5.4 項目別の施策評価一覧（環境に優しいビジネススタイル） 

 

 

 

  

着手 未着手

・ＣＡＳＢＥＥの促進（建築

物の環境性能評価システム）
ー ● ー ー ー

・屋上緑化、壁面緑化、敷地

内緑化の促進

・風景づくり推進事業

●

H31の市内緑地現況量総計は153.4haで、H18の127.8haと比

較して、20.0％増加している（沖縄県都市計画基礎調査、公

園台帳）

二酸化炭素吸収

源の増加 Ａ

・ＥＳＣＯ事業の促進 ー ● ー ー ー
・省エネ機器への買い替え促

進

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

● Ｃ

・節電、待機電力削減の促進 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

● Ｃ

・グリーン購入の促進（環境

物品の購入）

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・エコアクション・ポイント

の活用促進（家電以外の商品

も対象）

ー ● ー ー ー

・太陽光発電設備の導入支援 ー ● ー ー ー
・太陽熱利用設備の普及 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

①環境負荷の少な

い自動車の導入

・リース利用によるエコカー

への転換
ー ● ー ー ー

・エコドライブの普及啓発 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

運輸部門における削減実績は、-8千トンであった（基準年度

比）

二酸化炭素排出

量の削減
Ａ

・エコドライブ講習会の開催 ・ＣＯ２排出削減促進事

業
●

エコドライブ講習会の実施にあたり、市内自動車学校と連携

して取り組むことで、本市におけるエコドライブ推進拠点事

業所として育成に努めた。講習会は合計5回実施し、33名が

参加した（H29）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・時差出勤の促進 ー ● ー ー ー
・公共交通の利用促進 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

市内小学校で、地球温暖化防止活動をテーマとした出前授業

を開催。2年間（H30～H31）で6校719名に実施。内容は

COOLCHOICEの趣旨を踏まえ、「家庭でできる地球温暖化

対策」とした（公共交通の利用促進について伝えた）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・ノーマイカーデーの促進 ー ● ー ー ー
・ごみの分別、減量化の促進 ・地球温暖化防止普及啓

発パネル展
●

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

2）業務用車

両の温暖化対

策 ②環境に優しい運

転技術の向上

③通勤時の自動車

利用抑制

3）ごみの減量、リサイクル

1）事業所に

おける省エネ

対策

①建築物の省エネ

ルギー性能の向上

②省エネルギー型

ビジネススタイル
産業部門（電気）及び民生業務（電気）における削減実績

は、+65千トンであった（基準年度比）

二酸化炭素排出

量の増加

③再生可能エネル

ギーの導入

評価施策 取組
進捗状況

内容 区分
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③低炭素社会のまちづくり 

 施策評価一覧を表 5.5 に示します。 

 

表 5.5 項目別の施策評価一覧（低炭素社会のまちづくり） 

 

  

着手 未着手

・普天間飛行場跡地における

低炭素型の都市づくり

・普天間飛行場跡地利用

計画策定事業
●

普天間飛行場の返還が実施されていないため、今後の取組と

する

今後の取組
Ｄ

・市民や事業所への太陽光発

電設備導入の普及啓発

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・市民や事業所への太陽光発

電導入の支援

・住宅用再生可能エネル

ギー・省エネルギー設備

等設置補助事業
●

6年間（Ｈ25～Ｈ30）で、合計119件の太陽光発電システム

導入に対する補助金を交付した

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・公共施設への再生可能エネ

ルギー導入の検討

ー ●

下記の公共施設で再生可能エネルギー導入済

・真志喜中学校（2012年度）

・普天間第二小学校（2012年度）

・はごろも小学校（2013年度）

・赤道老人福祉センター（２０１６年度）

・志真志小学校（2019年度）

二酸化炭素排出

量の削減

Ａ

・バスの利便性の向上推進 ー ● ー ー ー
・モビリティマネジメントの

推進
ー ● ー ー ー

・公用車へのエコカー導入の

推進

宜野湾市役所内部での取

組実施
● Ａ

・エコドライブの実施 宜野湾市役所内部での取

組実施
● Ａ

・アイドリングストップの実

施

宜野湾市役所内部での取

組実施
● Ａ

・既存の大規模緑地の保全 ・風景づくり推進事業

●

H27の市域面積全体に占める森林面積の割合は4.3％で、

H22の4.4％と比較してほとんど変わらない（沖縄県中南部

地域森林計画書）

変化なし

Ｂ

・公共施設の緑化（公園、街

路、その他施設）

・風景づくり推進事業

●

H31の都市公園面積は合計39.2haで、H18の31.1haと比較し

て、26.0％増加している（沖縄県都市計画基礎調査、公園台

帳）

二酸化炭素吸収

源の増加 Ａ

・市街地内における緑化推進 ・風景づくり推進事業

●

H31の市内緑地現況量総計は153.4haで、H18の127.8haと比

較して、20.0％増加している（沖縄県都市計画基礎調査、公

園台帳）

二酸化炭素吸収

源の増加 Ａ

・普天間飛行場跡地における

緑地の創出

・風景づくり推進事業

・普天間飛行場跡地利用

計画策定事業

●
普天間飛行場の返還が実施されていないため、今後の取組と

する

今後の取組

Ｄ

・学校教育における環境学習

の充実

・ＣＯ２排出削減促進事

業
●

市内小学校で、地球温暖化防止活動をテーマとした出前授業

を開催。2年間（H30～H31）で6校719名に実施。内容は

COOLCHOICEの趣旨を踏まえ、「家庭でできる地球温暖化

対策」とした

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・生涯学習における環境教育

の充実

・宜野湾市生涯学習フェ

スティバル

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

●

・毎年2月（年1回）開催される「宜野湾市生涯学習フェス

ティバル」において、環境学習に関連したブースを設けてい

る

・毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及

啓発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温

暖化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加
Ａ

・地球温暖化対策に対する講

演会、イベントの開催

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

● Ａ

・市民や事業所への地球温暖

化に対する情報提供

・地球温暖化防止普及啓

発パネル展

・ＣＯ２排出削減促進事

業

● Ａ

・建設業におけるＣＡＳＢＥ

Ｅの普及啓発（建築物の環境

性能評価システム）

ー ● ー ー ー

・製造業等におけるＥＳＣＯ

事業の普及啓発
ー ● ー ー ー

5）環境教育の推進、情報提供

毎年12月（年1回）に市役所庁舎で「地球温暖化防止普及啓

発パネル展」を実施し、市民・事業者に対して広く地球温暖

化対策の普及啓発を図っている（今後も継続的に実施）

二酸化炭素排出

削減に向けた取

組件数の増加

6）その他の普及啓発

3）公共交通

の充実と利用

促進及び環境

に優しい自動

車利用

①公共交通の充実

と利用促進

②環境に優しい自

動車利用
H24（基準年度）と比較して、H29の宜野湾市事務事業にお

けるガソリン・軽油による二酸化炭素排出量は18.6％削減

（「宜野湾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基

づいた公表値）

二酸化炭素排出

量の削減

4）二酸化炭素吸収源の確保

進捗状況
内容 区分 評価

1）低炭素型都市づくりの推進

取組

2）再生可能エネルギーの導入及

び支援

施策
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（２）今後の課題 

①産業部門 

産業部門は、鉱業・建設業及び製造業による排出量が多くの割合を占めています。 

二酸化炭素排出量を効率的に削減していくためには、電力消費量による二酸化炭素

排出量を削減することが必要です。そのためには、省エネルギー対策や再生可能エネ

ルギー導入の促進、さらにエネルギー効率が高い設備や機器の導入を進めることが求

められます。 

第１次計画では、省エネ機器への買い替え促進や、節電・待機電力削減の促進をは

じめとした施策に取り組みましたが、排出量は増加していました。また、ＣＡＳＢＥ

Ｅの促進やＥＳＣＯ事業の促進など、実施できなかった取組もありました。 

第１次計画で削減を達成できなかった項目や、実施できなかった項目については、

時勢に合わせた新たな手法で取り組むことで、より排出量を削減することができると

考えられます。今後は、実施主体が取り組みやすく、効果的な施策を展開することが

必要です。 

 

②運輸部門 

運輸部門は、ガソリン自動車の燃費改善や、二酸化炭素排出量の少ないハイブリッ

ド車等の保有台数の増加が影響し、一台あたりの二酸化炭素排出量は減少していると

考えられます。しかし、今後も自動車保有台数の増加に伴う排出量の増加が予想され

ます。 

運輸部門は車種別の原単位（自動車保有台数当たりの排出量）の差異が大きいこと

から、市町村における車種別自動車保有台数の構成比が全国平均から偏っていると

「全国按分法」（現在の推計手法）では、実態とのかい離が大きくなるおそれがあり

ます。今後は、ハイブリッド車の効果など、車種別原単位の差異を正しく反映できる

推計手法（都道府県別車種別按分法）を用いることで、二酸化炭素排出量の計算精度

を高める必要があります。 

また、運輸部門における排出量削減のためには、自動車中心の移動手段を大きく転

換させることが重要です。そのために、徒歩や自転車、公共交通の利便性の向上など、

移動手段の選択肢を増やし、快適な移動環境を整備することが必要です。地域公共交

通の整備については、これまでの検討を踏まえたうえで、施策として展開することが

重要になってきます。 

第１次計画では、エコドライブの普及啓発や、講習会開催をはじめとした施策に取

り組んだことで、旅客（乗用）において削減効果がみられました。 

一方で、事業所に対しては、リース利用によるエコカーへの転換、時差出勤の促進、

ノーマイカーデーの促進など、実施できなかった取組もありました。貨物においては、

エコドライブの意識向上が進めば、排出量を削減することが期待できます。 

今後は、実施主体が取り組みやすい環境を整備するとともに、関係機関（国、県、

運輸事業所）と連携した広域的実施体制を目指すことが必要です。 
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③民生家庭 

民生家庭は、ＬＥＤ照明等の省エネ・高効率機器等の導入などによるエネルギー効

率の改善で、二酸化炭素排出量が減少していると考えられます。しかし、本市の排出

量全体に占める割合は約 30％（2019 年度）と高く、今後も世帯数の増加に伴う排

出量の増加が予想されます。 

民生家庭においては、住宅の省エネ化が最重要課題です。そのために、「建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）に基づいて、ＢＥＬＳ

（ベルス）＊３の活用が求められ、最終的にはＺＥＨ（ゼッチ）＊４の普及が期待され

ます。 

また、本市では平成 29 年 4 月 27 日に「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ＊５賛同宣言」を

しています。「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の考え方をふまえた取組を展開するとともに、

市民一人ひとりが温暖化対策に関してあらゆる「賢い選択」を行うことが重要です。 

二酸化炭素排出量を効率的に削減していくためには、電力消費量による二酸化炭素

排出量を削減することが必要です。そのためには、再生可能エネルギーの導入や省エ

ネ家電の購入など、今後も市民一人ひとりが意識した省エネルギー対策を継続してい

くことが求められます。 

第１次計画では、省エネ家電への買い替え促進や、太陽光発電設備の導入支援をは

じめとした施策に取り組むことで、削減効果がみられました。また、太陽光発電設備

の導入については、市の取組成果として合計 119 件の補助金を交付しました。これ

は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）導入による再生可能エネ

ルギーの導入が進んだことが要因として考えられます。 

一方で、ＣＡＳＢＥＥの活用促進など、実施できなかった取組もありました。今後

は、実施主体が取り組みやすく、時代に合わせた施策を展開することが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
＊３：ＢＥＬＳ（ベルス：建築物省エネルギー性能表示制度、Ｂｕｉｌｄｉｎｇ－ｈｏｕｓｉｎｇ Ｅｎｅｒｇ

ｙ－ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ Ｌａｂｅｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ） 
平成 25 年 10 月に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン（2013）」が国

土交通省において制定され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価及
び表示を適確に実施することを目的としています。 
 
＊４：ＺＥＨ（ゼッチ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｕｓｅ） 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持し
つつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消
費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。 

 
＊５：ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス：賢い選択） 

2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26％削減するという目標達成のために、日本が世界に
誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動などにおいて、トップランナー基準を満たすような製品を選択す
る等の、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。 

例えば、エコカーを買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にするという「選択」、高効率な照明に替える、公共
交通機関を利用するという「選択」、クールビズをはじめ、低炭素なアクションを実践するというライフスタイ
ルの「選択」があげられます。  
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④民生業務 

民生業務は、2015 年度以降の排出量全体、従業者一人当たりの排出量ともに増

加傾向がみられていましたが、2019 年度は減少に転じました。本市の排出量全体

に占める割合は約 35％（2019 年度）と高く、民生業務における排出量を削減する

ことは、市の二酸化炭素排出量全体の削減にも大きく影響します。 

民生業務においても、建物の省エネ化が最重要課題です。そのために、「建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）に基づいて、ＢＥＬＳ

（ベルス）の活用が求められ、最終的にはＺＥＢ（ゼブ）＊６の普及が期待されます。 

二酸化炭素排出量を効率的に削減するためには、電力使用量を削減することが重要

です。そのため、事業所におけるＬＥＤ照明等や高効率空調機器、給湯器等の省エネ・

高効率機器の導入によるエネルギー効率の改善などが求められます。 

本市の事業所には中小企業が多いという特徴があり、４人以下の事業所が約 70％

を占めています（Ｈ28 経済センサス）。事業所の規模が小さいことから、二酸化炭

素排出量の削減に向けて経営者と従業員が意識した行動をとることが求められます。 

第１次計画では、省エネ機器への買い替え促進や、節電・待機電力削減の促進をは

じめとした施策に取り組みましたが、排出量は増加していました。また、ＣＡＳＢＥ

Ｅの促進やＥＳＣＯ事業の促進など、実施できなかった取組もありました。 

民生業務の排出量を削減することは、宜野湾市全体の二酸化炭素排出量の削減にも

大きく影響します。民生業務を重要な位置付けとするとともに、実施主体が取り組み

やすく、効果的な施策を展開することが必要です。 
 

⑤廃棄物 

廃棄物は、第１次計画期間（2012 年度～）における排出量全体の推移をみると、

増加傾向がみられます。一方、市民一人あたりの二酸化炭素排出量は横ばいで推移し

ています。 

廃棄物は、今後も世帯数の増加に伴って排出量の増加が予想されます。 

第１次計画では、３Ｒ（リデュース<発生抑制>、リユース<再使用>、リサイクル<

再資源化>）の推進や、ごみ量の削減をはじめとした施策に取り組むことで、基準年

度と比較して削減効果がみられました。 

一般廃棄物のうち、二酸化炭素排出量推計対象となるものは、焼却される化石燃料

由来のごみ（プラスチックごみ、合成繊維くず）のみです。そのため、廃棄物の二酸

化炭素排出量を効率的に削減するためには、特にプラスチックごみ、合成繊維くずを

削減することが求められます。 

そのため、３Ｒに「リフューズ（ごみになるものを断る）」を加えた、４Ｒ（リデ

ュース<発生抑制>、リユース<再使用>、リサイクル<再資源化>、リフューズ<断る>）

に取り組み、過剰包装の削減やマイバック持参によるレジ袋削減など、効果的な取組

を行うことが必要です。 
                                       
＊６：ＺＥＢ（ゼブ：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ） 

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指し
た建物のことです。建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはでき
ませんが、省エネによって使うエネルギーをへらし、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、
エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにすることができます。 
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⑥「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて 

2020 年 10 月、菅義偉内閣総理大臣（当時）は「2050 年までに、温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル＊７、脱

炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

宜野湾市では、平成 26 年度に市内に設置している約 3,250 灯の防犯灯をＬＥＤ

に取り換え、自治体全域の防犯灯をＬＥＤ化しています。さらにその後も、随時ＬＥ

Ｄ防犯灯を設置し、平成 30 年度には市内全域約 3,500 灯の防犯灯をＬＥＤ化する

ことにより省エネ化を実現しています。 

一方、今後追加的な対策を実施せずに排出量が推移した場合（ＢＡＵ＊８：現状趨

勢ケース）による将来予測では、2050 年度には排出量全体で 487 千トン（基準年

度比－1.1％）になると推計されます。2050 年カーボンニュートラルを達成するた

めには、地球温暖化対策への取組を、さらに効果的に進めていくことが求められます。 

また、ガソリン自動車が使用できなくなる時代に備え、次世代自動車の普及に向け

た新たなインフラ整備（充電設備や水素ステーション等）について、情報収集を行う

ことが求められます。 

 

⑦新型コロナ感染症による影響 

新型コロナ感染症の流行による経済活動の停滞で、短期的な二酸化炭素排出量は減

少するとみられていますが、その後の経済活動の活性化による排出量増加が懸念され

ます。 

部門別では、産業部門・運輸部門・民生業務において、経済活動の停滞・不要不急

の外出自粛による移動制限・出張の減少などにより、二酸化炭素排出量が減少するこ

とが考えられます。また、運輸部門においては排出量の減少が見込まれますが、在宅

時間の長時間化によるネットショッピングや宅配サービスの利用増加によって、物流

関係における排出量増加も考えられます。 

一方、民生家庭・廃棄物においては、在宅時間の増加による家庭でのエネルギー消

費量増加・家庭ごみ増加などにより、二酸化炭素排出量が増加することが考えられま

す。 

第１次計画では普及啓発のため、地球温暖化対策に関する講座・講習会・イベント

の開催などに取り組んできましたが、コロナ禍による社会情勢の変化に伴い、今後は

開催方法を工夫するなど、時代に合わせた取組への転換が求められます。 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   
＊７：カーボンニュートラル（Ｃａｒｂｏｎ Ｎｅｕｔｒａｌ） 

「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収
量を差し引いてゼロを達成することを意味しています。 

 
＊８：ＢＡＵ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ａｓ Ｕｓｕａｌ） 

今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス排出量を指します。 
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⑧気候変動適応法 

温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と、気候変動の影響による被害の防止・軽

減対策（適応策）は車の両輪の関係です。地球温暖化対策を効果的にするには、これ

らの施策を総合的かつ計画的に、しっかりと進めていくことが重要です。 

第１次計画においては、緩和策を中心とした施策が展開されていましたが、平成

30 年 12 月に施行された「気候変動適応法」により、我が国における適応策の法的

位置づけが明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策を

推進するための法的仕組みが整備されました。 

本市における地球温暖化対策を効果的に推進していくため、「地球温暖化対策の推

進に関する法律」に基づく緩和策と「気候変動適応法」に基づく適応策に積極的に取

り組んでいくことが求められます。 

 

⑨今後の取組について 

沖縄県では、県民の地球温暖化防止の取組を促進する活動に識見、熱意、行動力を

持った方を、「沖縄県地球温暖化防止活動推進員」として委嘱しています。推進員は、

県民の地球温暖化防止の取組について普及啓発活動を行っています。 

本市における地球温暖化対策を効果的に進めるため、市内在住及び在勤の「沖縄県

地球温暖化防止活動推進員」や、沖縄県における地球温暖化防止活動の中心的な役割

を担う「沖縄県地球温暖化防止活動推進センター」と連携を図ることが求められます。 

また、地球温暖化に対する取組の評価については、計画を総合的に進めていくため、

市による取組だけではなく、計画策定時のアンケートを活用して、市民や市内事業所

など各主体による取組も含めて、広く評価していくことが求められます。 
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5.2 アンケートに見る対策の方向 

 市民・事業所の、地球温暖化対策に関する現状把握を目的としたアンケート調査を

実施しました。なお、本アンケート調査における標本数（回収数）は、一般的に国な

どが実施しているアンケート調査に準じて設定しました。 

アンケート結果から、本市では、市民・事業所ともに地球温暖化対策に対する意識

を高く持っており、その重要性を十分に理解しているということが分かりました。一

方で、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの認知度の低さや、事業所においてはコスト面での負

担が省エネへの取組の障害になっていることも分かってきました。 

地球温暖化対策において最も重要なことは、我慢ではなく、賢い選択をして生活を

豊かにしていくことです。 

市民・事業所においては、地球温暖化対策の方向性を正しく理解することで、より

よい効果が期待できます。 

 なお、環境省では、ゼロカーボンアクション 30＊９において、日常生活における脱

炭素行動と暮らしにおけるメリットを整理しています。 

 

表 5.6 アンケート調査概要 

 

 

表 5.7 アンケート内容の分類 

 
 

 

                                       
＊９：ゼロカーボンアクション 30 
 2020 年 10 月の 2050 年カーボンニュートラル宣言を受けて設置された「国・地方脱炭素実現会議」に
おいて、2021 年６月に、「地域脱炭素ロードマップ」が取りまとめられました。これは、地域における「暮
らし」「社会」分野を中心に、生活者目線での脱炭素社会実現に向けた工程と具体策を示すものです。「地域
脱炭素ロードマップ」では、衣食住・移動・買い物など日常生活における脱炭素行動と暮らしにおけるメリッ
トを「ゼロカーボンアクション」として整理しています。具体的な脱炭素行動に対する共感・関心を広げ自ら
の行動につなげることができるよう、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの中で紹介していきます。 

対象 調査期間 調査方法 サンプル抽出方法 配布数 回収数 回収率

宜野湾市民
10/5～10/25

（約3週間）
市内の世帯主を無作為抽出 3034件 651件 21.5%

宜野湾市内の事業所
10/12～11/1

（約3週間）
市内の事業所を無作為抽出 1309件 364件 27.8%

郵送による

配布・回収

No. 項目

1 地球温暖化等に関する基本事項の理解度把握

2 「緩和策」に関する取組状況の把握

3 「適応策」に関する取組状況の把握

4 市に期待される施策を検討する為の意向把握
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（１）地球温暖化等に関する基本事項の理解度把握 

①市民アンケート 

ア．地球温暖化問題に対する意識（単一回答） 

地球温暖化問題に対する意識を質問したところ、下記の回答が得られました。 

「企業や行政が責任をもって取り組むべき」（39.2％）が最も多く、次いで「自

分の現在の生活様式を変えていかなければ解決できないと思う」（38.4％）が多い

結果となりました。 

企業や行政に対する期待と同様に、市民も生活様式を変えていかなければならない

という意識を持っています。 

 本計画の緩和策・適応策において、市民・事業所・行政が一体となって取り組む必

要性があることが伺えます。 

 

 
図 5.1 地球温暖化問題に対する意識（市民） 
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イ．地球温暖化対策のために目指すべき社会（単一回答） 

地球温暖化対策のために温室効果ガスをあまり排出しない社会のイメージについ

て質問したところ、下記の回答が得られました。 

「今と同等の便利さで地球温暖化防止を目指していく社会」（39.5％）が最も多

く、次いで「今より不便でも地球温暖化防止を目指していく社会」（30.9％）が多

い結果となりました。 

この数字をみると、市民の多くが地球温暖化防止に関心を持っていることが読み取

れます。 

地球温暖化に取り組みながら目指すべき社会についても、市民・事業所・行政が一

体となって取り組む必要性があることが伺えます。 

 

 

図 5.2 地球温暖化対策のために温室効果ガスをあまり排出しない社会のイメージ 

（市民） 
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ウ．ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの効果的な普及啓発活動（複数回答） 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥについては、約 60％の市民が「今回初めて知った」と回

答しました。さらに、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの効果的な普及啓発活動について質問

したところ、下記の回答が得られました。 

「宜野湾市広報誌や市Ｗｅｂサイトなどへの掲載」（17.9％）が最も多く、次い

で「教育機関と連携した啓発」（17.6％）が多い結果となりました。 

 市の積極的な普及啓発への取組が必要であり、本計画の緩和策・適応策についてパ

ンフレット等を作成して周知していくことの必要性が伺えます。 

 

 

図 5.3 ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの効果的な普及啓発活動（市民） 

  

(人) 
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②事業所アンケート 

ア．環境への貢献活動（複数回答） 

環境への貢献活動について質問したところ、下記の回答が得られました。 

「廃棄物をできるだけ少なくしリサイクルに努めている」（33.2％）が最も多く、

次いで「清掃活動を行っている」（15.9％）、「省エネルギー機器を積極的に導入

している」（14.5％）が多い結果となりました。 

事業所における環境への貢献活動については、意識付けがされており、身近な行動

から取り組んでいることが伺えます。 

 

 

図 5.4 環境への貢献活動（事業所） 

  

(社) 
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イ．今後の省エネルギーのために実施する企業活動（単一回答） 

今後の省エネルギーのために実施する企業活動について質問したところ、下記の回

答が得られました。 

「コスト削減が見込まれる場合には設備投資を実施したい」（31.9％）が最も多

く、次いで「より一層実施に努めたい」（25.0％）、「コスト削減ができなくても

考えて実行したい」（18.1％）が多い結果となりました。 

この数字をみると、事業所の多くが省エネルギーの実施への意識を高く持っている

ことが読み取れます。 

今後の普及啓発活動において、省エネルギー対策によるコスト削減の具体的な数値

を示していくことで、さらに省エネルギー活動が促進されていくことが伺えます。 

 

 
図 5.5 今後の省エネルギーのために実施する企業活動（事業所） 
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（２）「緩和策」に関する取組状況の把握 

①市民アンケート 

ア．緩和策への取組状況（単一回答） 

緩和策への取組状況について質問したところ、下記の回答が得られました。 

「取り組んでいるまたはある程度取り組んでいる」の割合をみると、「詰め替え可

能な商品の購入」（83.6％）が最も多く、次いで「ＬＥＤ照明の使用」（75.5％）、

「アイドリングストップ」（52.7％）が多い結果となりました。 

「エコカーの購入」、「夏場の遮光対策」、「敷地内の緑化」、「不用品のリサイクル」

については、「取り組んでいるまたはある程度取り組んでいる」、「今後は取り組んで

いきたい」の割合が 30％以上であることから、今後の取組が期待できる項目です。 

また、「公共交通機関で行ける場所へはマイカー利用を控える」、「新築・増改築

の際は、省エネ住宅・自然エネルギーを利用した住宅」、「太陽光などの利用」、「屋

上緑化・壁面緑化」、「生ごみの堆肥化」については、「分からない」や「今後も取

り組む予定はない」の割合が多い結果となりました。これは、集合住宅や賃貸住宅に

住んでいたり、公共交通機関を利用しにくい場所に居住していたりするため、対策が

難しいことが伺えます。 

一方、図 5.1 及び図 5.2 から、市民の多くは地球温暖化対策への意識を高く持っ

ていることが読み取れます。そのため、今後の普及啓発活動においては、市民一人ひ

とりのライフスタイルに合わせた緩和策を促進していくことで、さらに省エネルギー

活動が促進されていくものと見られます。 

 

 
図 5.6 緩和策への取組状況（市民）  
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②事業所アンケート 

ア．省エネルギー活動に取り組むうえでの課題（複数回答） 

省エネルギー活動に取り組むうえでの課題について質問したところ、下記の回答が

得られました。 

「省エネルギーのための初期投資が手当できない」（28.4％）が最も多く、次い

で「省エネルギーに関する情報や技術がない」（19.8％）が多い結果となりました。 

今後の普及啓発活動においては、さまざまなステークホルダーと連携した普及啓発

活動を行い、省エネルギー活動は事業所にとっても利点が多いことを周知していくこ

とで促進されていくものと見られます。 

 

 
図 5.7 省エネルギー活動に取り組むうえでの課題（事業所） 

 

  

(社) 
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イ．事業所が宜野湾市の緩和策に期待すること（複数回答） 

事業所が宜野湾市の緩和策に期待することについて質問したところ、下記の回答が

得られました。 

「新エネ・省エネ設備などの導入に対する補助金などの支援」（24.6％）が最も多

く、次いで「地球温暖化対策に取り組むと利益につながる仕組みをつくる」（21.0％）、

「学校や地域で環境教育を進める」（18.3％）、「地球温暖化対策や省エネルギー対

策に関する情報を提供する」（18.2％）が多い結果となりました。 

今後の普及啓発活動においては、さまざまなステークホルダーと連携していくこと

が求められています。 

 

 

図 5.8 宜野湾市の緩和策に期待すること（事業所） 

 

 

  

(社) 
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（３）「適応策」に関する取組状況の把握 

①市民アンケート 

ア．取り組むべき適応策の分野（複数回答） 

取り組むべき適応策の分野について質問したところ、下記の回答が得られました。 

「自然災害分野（短時間強雨や大雨、土砂災害への対策など）」（27.7％）が最

も多く、次いで「健康分野（熱中症や感染症への対策など）」（20.0％）、「水環

境分野（水不足への対策など）」（19.2％）が多い結果となりました。 

 

 

図 5.9 取り組むべき適応策の分野（市民） 

 

  

(人) 



59 

②事業所アンケート 

ア．事業所が宜野湾市の適応策に期待すること（複数回答） 

事業所が宜野湾市の適応策に期待することについて質問したところ、下記の回答が

得られました。 

「自然災害分野（短時間強雨や大雨、土砂災害への対策など）」（28.2％）が最

も多く、次いで「健康分野（熱中症や感染症への対策など）」（22.3％）、「水環

境分野（水不足への対策など）」（16.9％）「産業・観光分野（事業活動や観光産

業に対する影響の対策など）」（14.9％）が多い結果となりました。 

 

 

図 5.10 宜野湾市の適応策に期待すること（事業所） 

 

 

 

 

  

(社) 
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（４）市に期待される施策を検討するための意向把握 

①導入を進めるべき新エネルギー（複数回答） 

市民・事業所アンケートで、導入を進めるべき新エネルギーについて質問したとこ

ろ、下記の回答が得られました。 

市民アンケート結果では、「太陽光発電（蓄電池を含む）」（23.5％）が最も多

く、次いで「太陽熱利用」（16.9％）、「ごみ発電・ごみ焼却廃熱利用」（16.9％）、

「風力発電」（12.2％）、「バイオマスエネルギー」（10.1％）が多い結果となり

ました。 

事業所アンケート結果では、「太陽光発電（蓄電池を含む）」（25.9％）が最も

多く、次いで「ごみ発電・ごみ焼却廃熱利用」（18.6％）、「太陽熱利用」（13.4％）、

「風力発電」（10.7％）、「バイオマスエネルギー」（9.3％）が多い結果となりま

した。 

 

 
図 5.11（1） 導入を進めるべき新エネルギー（市民） 

 

 
図 5.11（2） 導入を進めるべき新エネルギー（事業所） 

 

  

(人) 

(社) 
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②宜野湾市の地球温暖化対策で取り組んでもらいたい事項（複数回答） 

市民・事業所アンケートで、宜野湾市の地球温暖化対策で取り組んでもらいたい事

項について質問したところ、下記の回答が得られました。 

市民アンケート結果では、「公共施設や公共用地に太陽光発電施設を設置する」

（33.7％）が最も多く、次いで、「樹木を増やして温室効果ガスであるＣＯ２を吸収

させる」（33.0％）が多い結果となりました。 

事業所アンケート結果では、「樹木を増やして温室効果ガスであるＣＯ２を吸収さ

せる」（36.6％）が最も多く、次いで、「公共施設や公共用地に太陽光発電施設を

設置する」（32.5％）が多い結果となりました。 

 

 

図 5.12（1） 宜野湾市の地球温暖化対策で取り組んでもらいたい事項（市民） 

 

 

図 5.12（2） 宜野湾市の地球温暖化対策で取り組んでもらいたい事項（事業所） 

 

  

(社) 

(人) 
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③地球温暖化防止活動に向けて一体となった行動を進めるために必要な事項（単一

回答） 

市民・事業所アンケートで、地球温暖化防止活動に向けて一体となった行動を進め

るために必要な事項について質問したところ、下記の回答が得られました。 

市民アンケート結果では、「市民・事業所・市が連携して取り組むべき」（35.9％）

が最も多く、次いで「市民一人ひとりが生活様式を見直すべき」（21.7％）が多い

結果となりました。 

事業所アンケート結果でも、「市民・事業所・市が連携して取り組むべき」（38.7％）

が最も多く、次いで「市民一人ひとりが生活様式を見直すべき」（22.8％）が多い

結果となりました。 

 

 
図5.13（1） 地球温暖化防止活動に向けて一体となった行動を進めるために必要な事項（市民） 

 

 
図5.13（2） 地球温暖化防止活動に向けて一体となった行動を進めるために必要な事項（事業所） 




